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第２回 プロジェクト未来遺産 募集要項 

                                                                                      

未来遺産運動とは 
１００年後の子ども達に 

長い歴史と伝統のもとで豊かに培われてきた地域の文化・自然遺産を伝えるための運動です。 

 
プロジェクト未来遺産とは 
未来遺産運動の活動の一環として実施し 
長い歴史を超えて人々が紡ぎ続けてきた文化遺産や 
自然とともに生きる知恵や工夫の中でつくりあげてきた自然遺産という豊かな贈り物に光を当て 
それらを未来に伝えていこうという人々の意欲を活性化させることによって時代を切り拓いていこうとす

るものです。 
日本ユネスコ協会連盟は、未来に伝えたい地域の文化・自然遺産を守る市民の活動を 

「プロジェクト未来遺産」として登録、それを推進する人と地域を日本全体で応援する仕組みをつくります。 
 

募集対象                                                

市民が主体となって地域の文化・自然を守り継承するプロジェクトを募集します。 

 
応募条件                                                    

Ａ【募集するプロジェクトの条件（下記のいずれかを満たす必要があります。（複数可）】 

① 地域の自然や文化を未来への宝物（地域を再発見）として継承するという明確なメッセージをもつ 

② 先進性や創造性をはらみ、魅力ある活動である 

③ 重点テーマや類似する課題を抱える他の地域へのモデルとなり波及効果がみこまれる活動である 

④ 子どもや若者を巻き込む活動がある 

⑤ 活動に第三者（個人・企業など）が参加しやすいしくみがある 

 

Ｂ【応募団体に関する条件（すべてを満たす必要があります。）】 

① 2年以上の活動実績があること  

② 地域の人々が主体となって運営していること 1  

③ 特定の政治や宗教に偏らない非営利団体であること 2 

④ ユネスコ協会、国・地方公共団体、美術館・博物館、地域メディア等からの推薦を得られること 

 

 

募集プロジェクトのテーマ                                                   

自然、有形文化、無形文化等を保護・継承する活動を募集します。 

特に、2009年～2011年は、急速に失われつつある「危機にある遺産」と 

2010年の国際年に合わせ「生物多様性」を守る活動を優先的に取り上げます。 

 

今年は 10件程度のプロジェクトを「プロジェクト未来遺産」として登録する予定です。

                                                   
1  10名以上の会員やいくつかの団体（国・地方公共団体含む）が協力して取り組んでいることが望ましい。 

 
2 個人、地方公共団体、行政機関には応募資格はありません。 




